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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
企
業
間
取
引
の
代
金
支
払
期
間
を
三
十
日
以
内
と
す
る
こ
と
の
意
義
と
実
現
等
に
関
す
る
質

問
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対
し
、
別
紙
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送
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す
る
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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
企
業
間
取
引
の
代
金
支
払
期
間
を
三
十
日
以
内
と
す
る
こ
と
の
意
義
と
実
現
等
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
下
請
代
金
の
支
払
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
下
請
事
業
者
に
お
け
る
資
金
繰
り
に
係
る
負
担

の
軽
減
及
び
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
の
付
加
価
値
の
向
上
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

二
、
三
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

公
正
取
引
委
員
会
及
び
中
小
企
業
庁
と
し
て
は
、
昭
和
四
十
一
年
以
降
、
御
指
摘
の
「
下
請
代
金
の
支
払
に
係
る
約
束
手

形
」
の
交
付
日
か
ら
当
該
手
形
の
満
期
ま
で
の
期
間
が
、
繊
維
業
で
九
十
日
を
、
そ
の
他
の
業
種
で
百
二
十
日
を
、
そ
れ
ぞ

れ
超
え
る
場
合
に
、
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定

す
る
交
付
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
手
形
を
交
付
し
た
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
手
形
の
交
付
日
か
ら

当
該
手
形
の
満
期
ま
で
の
期
間
を
短
縮
す
る
よ
う
指
導
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
考
え
方
に
基
づ
き
、

こ
れ
ら
の
期
間
を
短
縮
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
下
請
取
引
の
実
態
に
関
す
る
調
査
等
を
踏
ま
え
、

業
界
の
商
慣
行
、
取
引
の
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
「
成
長
戦
略
実
行
計
画
」
（
令
和
三
年
六
月
十
八
日
閣
議
決
定
）



 

２ 

 

に
お
い
て
、
「
下
請
代
金
の
支
払
に
係
る
約
束
手
形
の
支
払
サ
イ
ト
に
つ
い
て
六
十
日
以
内
へ
の
短
縮
化
を
推
進
す
る
」
と

し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
、
「
下
請
代
金
の
支
払
期
間
を
「
六
十
日
以
内
」
か
ら
「
三
十
日
以
内
」
に
短
縮
す
る
こ
と
」

及
び
「
税
優
遇
な
ど
の
政
策
誘
導
も
視
野
に
入
れ
、
代
金
の
支
払
期
間
を
三
十
日
以
内
と
す
る
こ
と
」
を
含
め
、
今
後
の
検

討
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
「
下
請
代
金
の
支
払
に
係
る
約
束
手
形
の
支
払
サ
イ
ト
に
つ
い
て
六
十
日
以
内
へ
の
短
縮
化
を
推

進
す
る
」
た
め
の
取
組
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
予
断
を
も
っ
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
海
外
の
企
業
間
取
引
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
商
慣
習
は
国
に
よ
り
様
々
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


